
・令和６年４⽉１⽇以降に本市の住⺠基本台帳に記録された移住者のうち、移住後１年未満の⽅。
（ただし、補助⾦の完了報告書提出時までに本市の住⺠基本台帳に記録された⽅を含む）
・本市に転⼊した移住者であって、転⼊した⽇の前⽇までに５年以上継続して、本市の住⺠基本台帳に記録さ
れていない⽅。

② 移住前の市区町村で税⾦を滞納していない⽅

・移住する直前に住所を有していた市区町村において、直近１年度に市区町村税を滞納していないこと。

① 令和６年４⽉１⽇以降に移住された⽅

移住定住促進住宅改修
⽀援事業補助⾦

0557-32-1062

移住者向けの住宅改修⽀援

☞⽔道、ガス⼜は電気設備の改修費

☞台所、トイレ⼜は⾵呂の改修費

☞内装、外装、⼜は屋根の改修費

☞改築、増築及び減築等の⼯事⼜は修繕に要する経費

☞その他市⻑が必要と認める経費

【注意】
 居住の⽤に要する箇所の改修であること。また、国、県その他地⽅公共団体等から
本事業に類する補助その他の助成を受けていないこと。

補助⾦額
１５万円

伊東市役所企画課

（制度に関する問い合わせ）

kikaku@city.ito.shizuoka.jp✉

 対象経費は、対象者が⾃⼰の居住のために市内の住宅を取得し、改修を⾏うものであって、次に
掲げる経費の総額が１００万円以上（消費税及び地⽅消費税除く）であることです。また、申請回
数は、１⼾につき１回を限度とします。

 対象者は、下の①、②の条件いずれも該当する⽅です。


